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令和7年度江南市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金について

申請受付は、令和7年7月31日（木曜日）をもって終了しました。
審査を順次進めており、交付の対象となった方には、申請書に記載いただいた口座に振り込みを行いますので、し
ばらくお待ちください。（現在、申請から交付までおよそ2か月程度かかっています。）

エネルギー価格の高騰により影響を受けている市内中小企業等を支援するため、支援金を交付します。

中小法人等（※1）の場合は、次の1～6の要件を満たすこと。（※2）

個人事業者の場合は、次の1～5の要件に加えて、6又は7のいずれかを満たすこと。（※2）

1. 令和7年3月1日（以下「基準日」という。）までに事業を開始し、申請日時点で倒産又は廃業しておらず、引き続
き事業を継続する意思がある中小法人等（※）又は個人事業者。

2. 今回の支援金の交付をすでに受けていないこと。

3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）に規定する「性風俗関連特殊営業」
又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと。

4. 江南市暴力団排除条例（平成24年条例第17号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を
有する者でないこと。

5. 市税の滞納がないこと。（納期未到来分を除く）
※分納中の方は支給対象外となります。

6. 基準日までに市内に事業所を開設し、当該事業所が交付申請日時点においても引き続き事業を継続しているこ
と。

7. 基準日時点で代表者の住民登録が市内にあり、交付申請日時点においても引き続き住民登録があること。

※1　中小法人等 とは

次の1又は2の要件を満たす法人をいいます。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上
が、個人又は次の1若しくは2のうちいずれかを満たす法人をいいます。

1. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

2. 資本金の額又は出資の総額が決められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

※2　共同代表などにより代表者が複数人いる場合

 同一の法人または事業所に対しては、支援金は1回のみの交付となりますので、代表者が複数いる場合は、その中の1名
が代表して申請をお願いいたします。

概要

支給対象者の要件

＜資料５＞
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支給可否早見表

事業者 （中小法人等）本社・本店
（個人事業者）代表者の住民登録地

事業所所在地 支給の可否

中小法人等 市内 市内 〇

市外

市外 市内

市外 ×

個人事業者 市内 市内 〇

市外

市外 市内

市外 ×

支給対象者の要件に関わらず、次に掲げる者は、交付の対象となりません。

1. 令和7年度江南市介護・障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金の対象となっている者

2. 江南市物価高騰対策医療機関等支援金の対象となっている者

3. 政治団体、宗教上の組織または団体（法人も含む）

4. 事業による収入が農業収入のみの個人農家

5. 交付することが適当でないと市長が判断する者

1事業者あたり5万円

令和7年5月1日（木曜日）から令和7年7月31日（木曜日）まで（郵送の場合、必着）

添付書類の確認表

事業者 （中小法人等）本社・本店
（個人事業者）代表者の住民登録地

事業所所在地 添付書類

中小法人等 市内 市内 1,2,3,5

市外

市外 市内

個人事業者 市内 市内 2,4,5

市外

市外 市内 2,3,4,5

支給対象外

交付額

申請期間

申請に必要な添付書類
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1. 中小法人等であることがわかる書類
登記事項証明書等の写し（※証明日が3か月以内のものに限る。）

※組合若しくはその連合会又は一般社団法人等の場合は、上記の書類に加えて、次の書類を添付してください。
・構成員の3分の2以上が個人事業者か、中小法人等であることを証する書類（※様式は下記に用意）

2. 基準日までに事業を開始したことの分かる書類
【中小法人等】
最新の法人税確定申告書別表一（表面）の写し
【個人事業者】
最新の所得税確定申告書第一表（表面）の写し及び事業収入以外の収入で申告している場合はその収入の根拠と
なる契約書等の写し
【住民税申告の場合】
最新の住民税申告書（表面）及び事業収入以外の収入で申告している場合はその収入の根拠となる契約書等の写
し

※開業後間もないなどの理由で上記書類が準備できない場合は、開業届、営業許可書等の事業実態が確認できる
書類
※個人番号が記載されている場合は、黒く塗りつぶしてください。

3. 基準日までに市内に事業所を開設したことが分かる書類
※申請書「2．事業所の所在地」欄に記載した市内事業所の所在地が分かる書類。同欄が空欄の場合は添付不要。
【中小法人等】
登記事項証明書、最新の法人市民税確定申告書第20号様式の写しなど
【個人事業者】
所得税青色申告決算書（青色申告書）、収支内訳書（白色申告書）、開業届、営業許可書の写しなど

※上記資料で確認できない場合はパンフレット・HPの写しなど

4. 代表者の本人確認書類の写し（個人事業者のみ）
（1）1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券（パスポート）、身体障害者手帳、在留カ
ード又は特別永住者証明書など
（2）2点必要なもの（イの書類1枚とロの書類1枚、もしくはイの書類2枚）
イ：写真の貼付のない住民基本台帳カード、健康保険被保険者証、後期高齢者医療保険者証、介護保険証、年金
手帳など
ロ：氏名・生年月日または氏名・住所の組み合わせの記載がある診察券、預金通帳など

※裏面などに内容変更の記載がある場合には、その面も添付してください。

5. 振込先口座が分かる書類
通帳の見開き1ページ目・キャッシュカード・画面コピーなど、「銀行名・支店名・口座カナ名義・口座番号」の4
情報が記載されているものの写し

※振込口座は申請者本人名義の口座に限ります。（法人の場合は当該法人名義の口座）

以下の専用フォームから申請をお願いいたします。

専用フォーム

郵送又は窓口へ提出される方は、交付申請書兼請求書及び添付書類を商工観光課まで提出してください。

交付申請書兼請求書（様式1） （Excel 1.4MB）

申請手続き
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構成員の3分の2以上が個人事業者か、中小法人等であることを証する書類 （Excel 14.3KB）
組合若しくはその連合会又は一般社団法人等の場合は、追加でこの書類の提出もお願いいたします。

申請チェックシート （PDF 122.8KB）
申請チェックシートをダウンロードし、該当する全ての項目に〇が付くか確認しながら申請を行ってください。（チェッ
クシートの提出は不要です）
※チェックできない項目がある場合は、事前にご相談ください。

Q&A （PDF 106.1KB）

申請内容および書類について、電話などにより確認をさせていただくことがあります。

事務の簡略化等の観点から、市からの交付決定通知は省略し、銀行等の口座への入金をもってかえさせていただき
ます。

「中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金」 の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
市がATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることはありません。

3分程度で終了する簡単な匿名のアンケートです。以下の専用フォームより回答をお願いします。

アンケート回答フォーム（外部リンク）

商工観光課（内線414）

経済環境部 商工観光課
〒483-8701　愛知県江南市赤童子町大堀90
電話：0587-54-1111　ファクス：0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

その他

この支援金の活用状況と効果についてご意見をお聞かせください。

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ
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